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報告第１号 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員

会委員等の変更 

 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会会則第

７条第２項の規定により委員等の変更があったため、同条第４項の

規定により次のとおり報告する。 

 

 【委員】                    （敬称略） 

団体名 役職 新任者 前任者 

深谷市議会 議長 田口 英夫  田 義徳 

深谷市レクリエーシ

ョン協会 

会長 菅野 昭吉 宮島 典子 

 

深谷市スポーツ推進

委員協議会 

会長 小神野 透 加藤 昇 

深谷商工会議所 会頭 寺田 喜光 村岡 正巳 

花園農業協同組合 代表理事

組合長 

小池 直明 酒井 俊秀 

深谷市校長研究協議

会 

会長 田辺 鉄章 齊藤 寛 

東京成徳大学深谷中

学校 

校長 青木 孝夫 石川 薫 

深谷市秘書室 室長 菅原 孝一 田村 哲男 

深谷市福祉健康部 部長 宮島 稔 清水 良保 

深谷市消防本部 消防長 太田原 健二 齊藤 新一 

深谷市議会事務局 事務局長 及川 勝隆 佐藤 靖彦 

 

【監事】                    （敬称略） 

団体名 役職 新任者 前任者 

深谷市会計課 会計管理

者 

石川 章一 前野 武一 
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令和8年4月6日現在

実行委員会

での役職

深谷市 1 深谷市 市長 小島　進 会長

市議会関係 2 深谷市議会 議長 田口　英夫 副会長

3 埼玉県ゲートボール連盟 会長 土屋　品子

4 深谷市レクリエーション協会 会長 菅野　昭吉

5 深谷市スポーツ協会 会長 吉野　忠行

6 深谷市スポーツ推進委員協議会 会長 小神野　透

7 深谷商工会議所 会頭 寺田　喜光

8 ふかや市商工会 会長 沼尻　芳治

9 公益社団法人深谷市シルバー人材センター 理事長 小暮　孝雄

10 ふかや農業協同組合 代表理事組合長 原　浩

11 埼玉岡部農業協同組合 代表理事組合長 松嶋　多喜男

12 花園農業協同組合 代表理事組合長 小池　直明

13 一般社団法人深谷市観光協会 会長 瀬山　豪

14 ふかや物産観光株式会社 統括部長 内田　融

15 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 大谷　浩二 副会長

16 深谷市老人クラブ連合会 会長 中山　保

17 深谷市民生委員・児童委員協議会 会長 大谷　かをる

18 深谷市自治会連合会 会長 荒木　敏孝

医療関係 19 一般社団法人深谷寄居医師会 会長 黒屋　信隆

20 深谷観光バス株式会社 代表取締役 髙田　勇三

21 花園観光バス株式会社 代表取締役 田尻　幸孝

22 深谷地区タクシー協議会 会長 大久保　智弘　

23 株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス 深谷ブロック長 石原　浩一

24 深谷市校長研究協議会 会長 田辺　鉄章

25 東京成徳大学深谷中学校 校長 青木　孝夫

26 埼玉工業大学 学長 内山　俊一

27 東都大学 学長 吉岡　俊正

28 葵メディカルアカデミー 校長 新井　悦二

29 深谷市 副市長 長原　一 副会長

30 深谷市教育委員会 教育長 片桐　雅之 副会長

31 深谷市秘書室 室長 菅原　孝一

32 深谷市企画財政部 部長 荻野　昌利

33 深谷市総務部 部長 石川　雅一

34 深谷市協働推進部 部長 韮塚　洋明

35 深谷市渋沢栄一政策推進部 部長 岡田　真

36 深谷市福祉健康部 部長 宮島　稔

37 深谷市産業振興部 部長 三浦　聖樹

38 深谷市都市整備部 部長 今井　吾郎

39 深谷市消防本部 消防長 太田原　健二

40 深谷市議会事務局 事務局長 及川　勝隆

41 深谷市教育委員会教育部 部長 松村　一

会場管理者 42 公益財団法人深谷市地域振興財団 理事長 坂田　秋雄

43 深谷市会計課 会計管理者 石川　章一 監事

44 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 事務局次長 中井　秀光 監事
監事

競技主管団体
・スポーツ関係

経済・産業・観光
関係

社会福祉
・市民団体関係

交通関係

教育関係

市行政

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会　委員・役員等名簿

区分 № 団体名 役職 氏名
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（報告第１号　参考資料）



報告第２号 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員

会運営委員会における審議決定事項 

 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会会則第

１０条第７項の規定により、運営委員会における審議決定事項につ

いて次のとおり報告する。 

 

１ 第２回運営委員会（令和８年３月１８日） 

（１） 会場全体図 

 （２） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会開始式・表彰式等実施計画 

 （３） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会観客等輸送計画 

 （４） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会警備防災実施計画 

 （５） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会医療救護実施計画 

 （６） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会健康づくり教室実施計画 

 （７） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会おもてなし実施計画 

 （８） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会売店設置要項 

 （９） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会協賛金品取扱要項 
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（報告第２号　参考資料１）

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６

深谷市実行委員会　組織

【審議・決定する事項】 【組織構成】

（１） 大会等の企画及び運営の基本的事項に関すること。 ・会長１人

（２） 会則の制定及び改廃に関すること。 ・委員４１人

（３） 事業計画及び事業報告に関すること。    （副会長５人以内）

（４） 予算及び決算に関すること。 ・監事２人

（５） 運営委員会に委任する事項に関すること。  合計 ４４人

（６） その他大会等の開催に関して重要な事項に関すること。

【審議・決定する事項】 【組織構成】

１ 実行委員会（総会）から委任された事項 ・運営委員１５人

（１） 総務・企画に関する事項  （委員長１人）

（２） 広報、観光PR、おもてなしに関する事項  （副委員長３人以内）

（３） 競技、式典に関する事項  合計 １５人

（４） 健康づくり、福祉、生きがい関連イベント等に関する事項

（５） 輸送、交通、警備及び防災に関する事項

（６） 医事衛生に関する事項

（７） 市民協働・ボランティアに関する事項

（８） その他会務に必要な事項

２ その他会長が必要と認める事項に関すること。

専門部会（必要に応じて随時設置）

総務・企画部会 おもてなし部会

総会

運営委員会

深谷市実行委員会

実行委員会事務局　【長寿福祉課内】

競技部会

委任 報告
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（報告第２号 参考資料２） 

 

大会日程 

 

 

１ 大会日程及び会場 

期 日 時 間 内 容 会 場 

１１月７日 (土) １５：００～１６：３０ 代表者会議 深谷市総合体育館 

１１月８日 (日) 
９：００～９：３０ 開始式 

深谷市仙元山公園 

多目的広場 

１０：００～１６：１０ 
交 

流 

大 

会 

予選リーグ戦 

１１月９日 (月) 

８：３０～１１：００ 

１２：３０～１５：４０ 決勝トーナメント 

１６：００～１６：３０ 表彰式 

 

 

２ 健康づくり教室 

 （１）日時  １１月８日（日） １０：００～１５：００ 

        １１月９日（月） １０：００～１５：００ 

 （２）会場  深谷市仙元山公園多目的広場横 

 （３）内容  健康測定器具による健康チェックなど 

 

 

３ ふるまい料理 

 （１）日時  １１月８日（日） １１：００～１４：００ 

        １１月９日（月） １１：００～１４：００ 

 （２）会場  深谷市仙元山公園多目的広場横 

 （３）内容  深谷の名物を無料でふるまいます。 

        （両日とも、なくなり次第終了） 

 

 

４ その他 

（１）おもてなしドリンク（無料）・特産品の販売等を予定しています。 

 （２）公式練習会場は予定しておりません。 
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（第２回運営委員会 議案第２号） 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６  

ゲートボール交流大会 開始式・表彰式等実施計画 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交流大会の開始式、表彰式等

に関し必要な事項を定める。 

 

２ 開始式 

 （１）日程及び会場 

期 日 時 間 会 場 参加予定人数 

１１月８日 (日) ０９：００～０９：３０ 
深谷市仙元山公園 

多目的広場 
約１，０００人 

 （２）実施内容 

    ・開式通告 

・開会宣言 

・国歌斉唱 

・大会会長あいさつ 

・歓迎のことば 

・選手宣誓 

・歓迎アトラクション 

・閉式通告 

 

３ 表彰式及び閉会式 

 （１）日程及び会場 

期 日 時 間 会 場 表彰対象 

１１月９日 (月) １６：００～１６：３０ 
深谷市仙元山公園 

多目的広場 

優勝、準優勝、

３位(２チーム) 

計４チーム 

（２）実施内容 

    ・開式通告 

・成績発表 

・表彰 

・大会会長あいさつ 

・大会講評 

・大会閉会宣言 

・閉式通告 

 

４ その他 

天候や競技進行状況により、開催場所、時間及び内容を変更する場合がある。 
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（第２回運営委員会 議案第３号） 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

ゲートボール交流大会 観客等輸送計画 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交流大会の選手、一般観客等

の輸送に関し必要な事項を定める。 

 

２ バスの種類 

 ・小型バス（２７人）×２台 

 

３ 乗車場所 

 （１）深谷駅南口・・・深谷駅南口ロータリー 

 （２）仙元山公園・・・仙元山公園第１駐車場 

 

４ 距離 

 ・２．３ｋｍ（７分）経路中に信号５台 

 

５ 想定する利用者 

 ・選手、競技役員、大会役員、ボランティア、一般観客 

 

６ 料金 

 ・無料 

 

７ シャトルバス時刻表 

・別紙のとおり 

 

８ 注意事項 

 ・シャトルバスは誰でも利用できる。 

 ・交通事情等による乗車時間の変動や、一部運休の場合がある。 
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シャトルバス時刻表 

 ※①06:30～11:00 は２台、②11:00～16:00 は１台、③16:00～17:00 は２台 

  ※移動１０分＋乗降車５分＝片道１５分で計算。 

 （１）深谷駅南口発 ⇒ 仙元山公園着 

行先 

停留所名 
仙元山公園 

深谷駅南口 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 

仙元山公園 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 

   

行先 

停留所名 
仙元山公園 

深谷駅南口 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 

仙元山公園 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 

 

行先 

停留所名 
仙元山公園 

深谷駅南口 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45  

仙元山公園 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55  

 

 （２）仙元山公園発 ⇒ 深谷駅南口着 

行先 

停留所名 
深谷駅南口 

仙元山公園 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 

深谷駅南口 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 

 

行先 

停留所名 
深谷駅南口 

仙元山公園 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 

深谷駅南口 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 

 

行先 

停留所名 
深谷駅南口 

仙元山公園 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00  

深谷駅南口 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10  
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（第２回運営委員会 議案第４号） 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６  

ゲートボール交流大会 警備防災実施計画 

 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６のゲートボール交流大会（以下「交流大会」

という。）に参加する選手、監督、役員その他大会関係者及び一般観覧者（以下「大会

参加者等」という。）の安全の確保に万全を期するとともに、円滑な大会運営を図る

ため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

交流大会における警備防災業務は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市

実行委員会（以下「市実行委員会」という。）及びねんりんピック彩の国さいたま２

０２６実行委員会（以下「県実行委員会」という。）が、埼玉県警察本部（所轄警察署

を含む。）及び深谷市消防本部等（以下「関係機関」という。）の協力を得て行う。 

 

３ 業務内容  

大会における警備防災業務は、次のとおりとする。 

（１） 交流大会会場における防犯対策、交通整理等の警備に関すること。 

（２） 交流大会会場の防火管理、災害発生時の避難誘導等に関すること。 

 

４ 警備防災本部及び現地本部の設置 

 市実行委員会は、関係機関の協力を得て、大会期間中に次のとおり組織を設置する。 

（１） 市実行委員会は、警備防災業務を統括するため警備防災本部を設置する。 

（２） 市実行委員会は、交流大会会場の警備防災を行うため、交流大会会場に現

地本部を設置する。なお、警備防災本部は現地本部を兼ねることができる。 

 

５ 災害等への対応 

（１） 市実行委員会は、交流大会会場における災害等発生時の警備防災マニュア

ルを作成する。 

 （２） 事前に作成した警備防災マニュアルに従い、それぞれの活動体制を確立し、

迅速かつ的確な避難誘導や応急処置を行うなど、大会参加者等の安全を確保する

とともに、関係機関と連絡調整を図り、適切な対策を講じる。 

（３） 現地本部は火災その他の災害、事故等の発生を発見した場合及び通報を受

けた場合には、直ちに応急処置を講ずるとともに、県本部及び関係機関に通報、

連絡する。 
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（第２回運営委員会 議案第５号） 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

ゲートボール交流大会 医療救護実施計画 

 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６のゲートボール交流大会（以下「交流大会」

という。）に参加する選手、監督、役員その他大会関係者及び一般観覧者（以下「大会

参加者等」という。）の医療救護に万全を期するため、医療救護体制を確立する。 

 

 

２ 実施方法 

交流大会における医療救護業務は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市

実行委員会（以下「市実行委員会」という。）及びねんりんピック彩の国さいたま２

０２６実行委員会（以下「県実行委員会」という。）が、相互に連絡調整を行い、関係

機関・団体等の協力を得て行う。 

 

３ 救護本部及び救護所の設置 

（１）市実行委員会は、医療救護業務を統括するため救護本部を設置する。 

（２）市実行委員会は、大会参加者等の医療救護を行うため、競技会場に救護所を設

置する。なお、救護本部は救護所を兼ねることができる。 

 

４ 実施内容 

（１）交流大会会場における医療救護 

ア 市実行委員会は、救護所に看護従事者及び救護係員で構成する医療救護班を

配置する。 

イ 医療救護班は、傷病者の応急処置等を行うとともに、必要に応じて医療機関

への搬送の手配等を行う。 

（２）医薬品の配備 

市実行委員会は、救護所に医薬品、医療機器、備品等を整備する。 

（３）経費の負担 

救護所の設置、運営に要する経費は、県実行委員会及び市実行委員会が負担す

る。ただし、救護所以外での治療等にかかる費用は、全て傷病者の負担とする。 
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（第２回運営委員会 議案第６号） 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６  

ゲートボール交流大会 健康づくり教室実施計画 

 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催を通して、選手・監督のみならず、

一般来場者にも自らの健康状態を認識してもらうとともに、スポーツなどに関心を持

ち、自分が住んでいる地域などで取り組むきっかけとなるよう、健康づくりの大切さ

を普及啓発する場として、交流大会会場で実施する。 

 

 

２ 実施方法 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会は、関係機関・関係団体

等と密接な連携を図り、健康づくり教室を円滑に運営できるよう本計画を実施する。 

 

 

３ 実施日・実施会場 

期 日 時 間 会 場 

１１月８日 (日) １０：００～１５：００ 深谷市仙元山公園 

多目的広場横 １１月９日 (月) １０：００～１５：００ 

 

 

４ 実施内容 

 

（１）健康相談 

 

ア 健康測定器具を用いた測定 

血圧計等の器具による測定を実施する。ベジメータ・体組成計等 ３種類程度 

 

イ 専門職による健康相談 

測定結果の説明と健康相談を実施する。 

 

（２）その他 

先催地の事例を参考に、大会参加者等に効果的な内容とする。 
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（第２回運営委員会 議案第７号） 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

ゲートボール交流大会 おもてなし実施計画 

 

１ 目的 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催に伴い、深谷市を訪れる選手・大会

関係者・一般来場者をおもてなしの心で温かくお迎えし，深谷市の観光・文化・特産

等を広く紹介し，再訪のきっかけづくりを目的とする。 

 

２ 実施方法 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会は、関係機関・関係団体

等と密接な連携を図り、おもてなし関連事業を円滑に運営できるよう本計画を実施す

る。 

 

３ 実施内容 

（１）会場装飾 

ア 開始式・競技会場の各種看板等による歓迎装飾 

イ 市内小学生が作成した各都道府県、各政令指定都市の応援のぼり旗の設置 

 

（２）郷土料理のふるまい 

郷土料理の提供コーナーの設置 

 

（３）商工観光ＰＲ 

ア 交流大会会場での物産販売 

イ 交流大会会場での市内観光ＰＲブース設置  

 

（４）歓迎イベント・併催イベント 

  ア 開始式での歓迎イベントの実施 

  イ 交流大会会場での併催イベントの実施 

 

（５）参加記念品の提供 

選手・監督への記念品等提供 

 

（６）ドリンクの提供 

選手・監督等へドリンクの無料提供 
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（第２回運営委員会 議案第８号） 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交

流大会売店設置要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６（以下 

｢大会｣という。）において、ねんりんピック彩の国さいたま２

０２６深谷市実行委員会（以下｢市実行委員会｣という。）が、ゲ

ートボール交流大会会場に設置する売店の運営等について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 設置期日、会場等 

売店を設置する期日、時間及び会場は、次のとおりとする。た

だし、市実行委員会は必要に応じてこれらを変更することができ

る。 

期 日 時 間 会 場 

１１月８日 (日) 
１０：００～１５：００ 

深谷市仙元山公園

多目的広場横 １１月９日 (月) 

   

３ 出店数、出店位置及び出店規模 

  売店の出店数及び出店位置は市実行委員会が決定し、出店規模

は原則として１店舗あたり２０㎡（２間×３間のテント１張）以

内とする。ただし、出店状況等に応じて、市実行委員会はこれら

を調整することができる。 

 

４ 経費の負担 

  売店の出店料は、無料とする。ただし、運営に要する経費は、

出店者負担とする。 
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５ 販売品目 

売店における販売品目は、次に掲げるものとする。 

（１） スポーツ用品（ゲートボールに係るものに限る。） 

（２） ねんりんピック関連グッズ 

ねんりんピック標章、ねんりんピック彩の国さいたま

２０２６のロゴマーク、大会マスコット等を利用した商

品で、権利者に利用許諾を得ているもの 

（３） 観光物産品 

（４） 飲食物 

ア 製造加工品 

食品衛生関係法令に規定する営業許可施設（以下「営業

許可施設」という。）において製造・加工されたもので、

容器包装等により衛生的な措置が講じられ、法令等の規定

に基づく表示がなされているもの 

イ 現場調理品 

あらかじめ営業許可施設において下処理されたものを搬

入して、提供直前に加熱処理を行う程度の簡素な調理、加

工のみを行うもの 

（５） 宅配便 

（６） その他市実行委員会が必要又は適当と認めたもの 

 

６ 出店者の選定 

  市実行委員会は、売店の設置目的、来場者のニーズ、競技の特

性、郷土品のＰＲ等を考慮のうえ適当であると認めた者のうち、

地元の事業者、団体等を優先して、出店者として選定する（申請

者多数の場合は、抽選による方法も併用する。）。ただし、市実

行委員会が適当と認めた場合はこの限りでない。 
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７ 出店者条件 

  売店の出店者は、原則として、次の各号のいずれにも該当する

者で、市実行委員会が適当と認めたものとする。 

（１） 次の条件のいずれかに該当する者 

ア 申請時に１年以上、深谷市内に店舗を有して営業をしてい

る者（飲食物調理出店にあっては店舗を有し営業許可を受け

て営業している者） 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定す

る障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。） 

  ウ 競技主管団体の推薦がある者 

エ 上記に掲げる者のほか、市実行委員会が認めた者 

（２） 次の条件のいずれにも該当する者 

ア 設置期日の両日とも出店することができること。ただし、

障害者支援施設については、この限りではない。 

イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、

当該許可又は登録を受けていること。 

ウ 営業店舗については、出店申請の日から遡って１年間にお

いて、法令等に違反して処分を受けていないこと。 

エ 飲食物販売の出店者については、出店申請の日から遡って

３年間において、食中毒等の行政処分を受けていないこと。 

オ 納付すべき国税及び地方税に滞納がないこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下 

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員 

等」という。）ではないこと。 

キ 販売員として、暴力団員等を使用し、又は雇用していない

こと。 

 

-16-



８ 出店者の運営の基準 

  出店者の売店の運営に必要な基準は、次のとおりとし、市実行

委員会の指示に従うものとする。 

（１） 飲食物関係売店 

ア 現場で調理を行う出店者は、保健所の基準に従い、指導を

遵守すること。 

イ 食品は、食品衛生関係法令の基準に従い、容器包装などに

より汚染防止、遮光等の必要な措置を講じ、保管及び陳列は

衛生的な設備で行い、かつ、食品に表示されている保存方法

を遵守し、管理を行うこと。 

ウ 早期飲食等を促す旨の看板等を設置すること。 

エ 廃棄物容器及び汚水容器は、耐水性材質で作られ、汚液及

び汚臭が漏れない構造とし、かつ、常時清潔を保持するとと

もに、適切な方法により廃棄物を処理すること。 

（２） その他の売店 

取扱品目の内容を明瞭に識別できるよう陳列すること。 

 

９ 備品等 

売店の出店に伴い市実行委員会が準備する備品は、次のとおり

とする。ただし、出店状況等に応じて、市実行委員会はこれらを

変更することができる。 

（１） テント（２間×３間）１張 

（２） 長机（４５０mm×１８００mm 程度）４台 

（３） 椅子４脚 

なお、上記以外で必要な備品等は、出店者で準備しなければな

らない。 

  

１０ 出店申請 

出店を希望する者は、市実行委員会が定める期日までに、出店

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市実行委
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員会に提出しなければならない。 

（１） 出店概要書（様式第２号） 

（２） 売店従事者及び搬入搬出車両予定表（様式第３号） 

（３） 誓約書兼承諾書（様式第４号） 

（４） 取扱い食品及び調理販売方法（様式第５号） 

※ 飲食物（現場調理品）提供者のみ 

（５） 営業に関する許可証等の写し 

（６） 深谷市税に滞納がないことの証明書又はその写し（提

出日から３か月以内に発行されたもの） 

（７） 直近の事業年度の所得税又は法人税並びに消費税及び

地方消費税について未納のないことを証する書類（納税証明

書その３の２又はその３の３）（提出日から３か月以内に発

行されたもの） 

（８） 売店責任者及び販売員の本人確認書類（免許証等） 

（９） その他市実行委員会が必要と認める書類 

 

１１ 出店許可証の交付 

市実行委員会は､出店者として選定した者に対し、出店許可証

（様式第６号）を交付するものとする。 

 

１２ 保健所への届出 

臨時営業許可を必要とする出店者は、市実行委員会から出店者

として選定されたときは、速やかに所管の保健所へ許可申請を行

い、受理済の証明書の写しを市実行委員会へ提出しなければなら

ない。  

 

１３ 売店監督員 

（１） 市実行委員会は、売店の円滑な運営を図るため、売

店監督員を置くものとする。 

（２） 売店監督員は、実施本部員とし、現場を巡回し、売
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店の設置運営等に関する事項を監督するものとする。 

 

１４ 売店責任者 

（１） 出店者は、販売員の中から売店責任者を定め、売店

設置期間中、常駐させるものとする。 

（２） 出店者は、売店責任者に変更があったときは、直ち

に、市実行委員会に報告しなければならない。 

（３） 売店責任者は、売店監督員の指示に従い、当該売店

の管理運営にあたらなければならない。 

（４） 食品を取り扱う売店責任者は、調理、保管、販売等

が衛生的に行われるよう十分配慮し、販売員の指導に努め

なければならない。 

 

１５ 禁止事項 

出店者及び販売員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 出店者の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又

は管理運営を第三者に委託すること。 

（２） 商品を不当に高額で販売すること。 

（３） 指定された場所以外で販売すること。 

（４） アルコール飲料及び危険物を販売すること。ただし、

市実行委員会が観光物産品と認めたアルコール飲料はこの限

りでない（未開封の状態での販売に限る。）。 

（５） 許可された品目以外の物を販売すること。 

（６） 拡声器及び音響器具類を使用すること。 

（７） 火気を使用すること。ただし、市実行委員会が認めた

ときは、この限りではない。 

（８） 特定の政治的主張や広告宣伝を行うこと。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、大会運営に支障を及ぼす

恐れのある行為をすること。 
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１６ 遵守事項 

  出店者及び販売員は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

（１） 市実行委員会が交付する出店許可証を、店頭の見えやす

い位置に掲示すること。 

（２） 売店及びその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行 

い、発生したごみは毎日各自で適正に処理すること。 

（３） 販売品には、関係法令等の定めるところにより、適正な

表示を行い、販売価格を明示すること。 

（４） 売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、

宣伝広告用のものは掲示しないこと。 

（５） 飲食物を販売する売店は、ブース前にゴミ箱を設置し、

容器、食べ残し等を回収すること。 

（６） 飲食物を販売する売店は、食品衛生関係法令を遵守する

とともに、保健所の指導に従うこと。 

（７） 販売品等の搬入搬出に使用する車両（原則として１売店

につき１台に限る。）には、市実行委員会が別途交付する通行

許可証を車両前面の見やすい位置に掲示すること。 

（８） 販売品等の搬入、陳列及び搬出は、大会運営に支障をき

たさないよう、市実行委員会が指示する時間内に完了させるこ

と。 

（９） 服装は、清潔なものを着用し、無用の露出や身体装飾に

より来場者等に不快感を与えることなく、接客にあたっては、

おもてなしの心で、親切、丁寧な対応を心がけること。 

（１０） 市実行委員会が別途交付するＩＤカードを着用するこ

と。 

（１１） 天候の悪化等の事情により市実行委員会がやむを得ず

危険回避等のために撤去命令等の指示を出したときには、その

指示に従うこと。 

（１２） 市実行委員会が大会前に開催する出店者説明会に、必
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ず出席すること。 

（１３）  販売員の変更、追加、減員等があった場合は、直ち 

に、市実行委員会に報告すること。なお、変更、追加の報告の

際には、当該販売員の本人確認書類を添付すること。 

（１４） 関係法令等を遵守し、施設管理者、市実行委員会及び

売店監督員の指示に従うこと。 

 

１７ 管理運営 

  売店における金品、販売品及び売店備品の管理は、出店者の責

任において行うものとし、火災、盗難その他不可抗力による災害

に対しても、市実行委員会は一切責任を負わないものとする。 

 

１８ 事故発生時の対応 

売店において、事件、事故等が発生したとき、売店責任者は初

期対応にあたり実施本部へ連絡を行い、その指示に従うものとす

る。また、不審者又は不審物を発見したときは、売店責任者は、

直ちに売店監督員に報告するとともに、その指示に従わなければ

ならない。 

 

１９ 許可の取消し 

  市実行委員会は、出店者が次の各号のいずれかに該当したとき

は、出店許可を取り消し、撤去命令を出すことができる。この場

合において、出店者は市実行委員会に対して損害賠償等を請求で

きないものとする。 

（１） 関係法令及び本要項に違反したとき。 

（２） 出店許可証の交付を受けた者が、虚偽の申請又は不当な

手段により許可を受けたことが判明したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市実行委員会が売店の運営

において不適当と認めたとき。 
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２０ 原状回復 

出店者は、設置期日終了後、速やかに、出店に要した物品等を

搬出し、原状回復をした後、売店監督員の検査を受けなければな

らない。この場合において、出店者が原状回復を怠ったときは、

市実行委員会は当該出店者に代わってこれを行い、要した費用を

当該出店者に請求することができる。 

 

２１ 損害賠償 

出店者（販売員を含む。）は、会場内の施設又は第三者に対し

て損害を与えたときは、その損害賠償の責任を負うものとする。 

なお、損害賠償に備え、損害保険等に加入しておくこと。 

 

２２ 補填及び補償 

 （１） 出店者は、想定した収益が得られなかった場合でも、そ

の損害の補填及び補償を市実行委員会に請求することはできな

い。 

（２） 出店者は、天候不良（自然災害を含む。）等の市実行委

員会が予測できない理由により、出店が中止又は縮小になった

場合でも、出店準備で生じた経費等の補償を市実行委員会に請

求することはできない。 

 

２３ 個人情報の取扱い 

  販売員等の個人情報は、市実行委員会が売店設置運営のための

みに使用するものとし、その他の目的には使用しない。 

 

２４ その他 

  この要項に定めるもののほか、売店設置運営の実施に関し必要

な事項は別に定める。 

 

   附 則 
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 この要項は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

様式第１号～様式第６号 略 
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（第２回運営委員会 議案第９号） 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲートボール交 

流大会協賛金品取扱要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催趣

旨 に 賛 同 い た だ け る 企 業 、 団 体 等 （ 以 下 「 協 賛 企 業 等 」 と い 

う。）に対し、広く協賛金品の募集を行い、協賛の申出があった

場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 協賛金品の種類 

  募集する協賛金品の種類は、次のとおりとする。 

（１） 協賛金（金銭による大会支援） 

（２） 協賛品（物品提供による大会支援） 

 

３ 協賛金品の使途 

協賛金品は、参加者への記念品、おもてなしの提供品、歓迎装

飾物品、広報啓発物品の制作費用、交流大会運営全般に係る費用

等に充てる。 

 

４ 協賛企業等に対しての返礼措置 

  協賛企業等に対しての返礼は、別表の掲げるゲートボール交流

大会プログラムに記載する広告宣伝枠等の提供とする。 

 

５ 協賛金品の募集方法 

  協賛金品の募集は、次のとおりとする。 

  （１） ホームページ等で広く告知する。 

  （２） 市内外の企業、団体等に対し、文書等で依頼する。 
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６ 協賛金品の受入れ手続 

協賛企業等から協賛金品提供の申出があったときは、ねんりん

ピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会（以下「市実行

委員会」という。）において、次のとおり受け入れる。 

  （１） 協賛金 

   ア 協賛金提供の申出は、協賛金申込書（様式第１号）によ

り行わなければならない。 

   イ 協賛金の申込者は、市実行委員会が指定する口座へ協賛

金を振り込まなければならない。この場合において、振込

手数料は、協賛金の申込者の負担とする。 

   ウ 市実行委員会は、協賛金を受領したときは、協賛金受領

書（様式第３号）を協賛金の提供者へ送付する。 

  （２） 協賛品 

   ア 協賛品提供の申出は、協賛品申込書（様式第２号）によ

り行わなければならない。 

   イ 協賛品の申込者は、市実行委員会が指定する方法により

協賛品を納入しなければならない。この場合において、搬

入、据付、撤去に関する費用は、協賛品の申込者の負担と

する。 

   ウ 市実行委員会は、協賛品を受領したときは、協賛品受領

書（様式第４号）を、協賛品の提供者へ送付する。 

 

７ 協賛金品として取り扱わないもの 

  次の各号に掲げるものは、協賛金品として取り扱わない。 

  （１） 大会の趣旨に反するもの 

  （２） 法令の規定に違反し、又は公の秩序若しくは善良な風

俗を乱す恐れがあると認められるもの 

  （３） 政治活動、宗教活動に関わるものであると認められる

もの 

  （４） 暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年
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を経過しないものを含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係

企業その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）

に該当すると認められるものからの支援 

  （５） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜等を

供与するなどの関与が認められるものからの支援 

  （６） 反社会的勢力を不当に利用していると認められるもの

からの支援 

  （７） その他市実行委員会が適当でないと認めるもの 

 

８ 協賛金品の受入れ期間 

  協賛金品の受入れ期間は、令和８年４月１日から同年６月３０

日までとする。ただし、状況に応じて受入れ期間を延長できるも

のとする。 
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別表 

大会協賛に対しての返礼措置 

① 交流大会プログラム掲載及び会場での看板設置 

協賛金額 交流大会プログラムに 

掲載する広告のサイズ等 

会場看板等に掲載

する協賛企業名等

のサイズ 

（協賛品につい

ては相当額） 

200,000円以上 A4判 カラー 縦 1P A2判 

100,000円  A4判 カラー 横 1/2P A3判 

50,000円 A4判 白黒  縦 1P A4判 

30,000円 A4判 白黒  横 1/2P A4判 

20,000円 A4判 白黒  横 1/4P A5判 

10,000円 A4判 白黒  横 1/8P A6判 

5,000円 A4判 白黒  横 1/8P － 

 

② その他（大会記念品等） 

大会記念品等の制作に伴い、協賛金品の申出がある場合は、

返礼措置（名入れ等）について別途決定する。 

 

 

様式第１号～様式第４号 略 
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議案第１号 

令和７年度事業報告 

 

１ 会議 

開催日 会議名 主な内容 

令和７年 

５月２９日 

ねんりんピック彩の国

さいたま２０２６深谷

市実行委員会設立総会 

委員委嘱、実行委員会会

則 

第１回総会 深谷市基本計画、令和７

年度事業計画、令和７年

度収支予算、運営委員会

への委任事項 

８月２０日 第１回運営委員会 専門部会への付託事項及

び主な構成員 

１０月 ２日 第１回競技部会 開催要領、大会日程、代

表者会議、開始式、表彰

式、荒天時の対応、競技

補助員ボランティア 

１０月１６日 第１回おもてなし部会 大会日程、健康づくり教

室、おもてなし 

１０月２２日 第２回競技部会 コート設営、テント配置 

１１月１１日 第１回総務・企画部会 大会日程、協賛、警備防

災、駐車場、医療救護 

１１月１３日 第３回競技部会 視察振り返り、リハーサ

ル大会振り返り 

令和８年 

１月２２日 

第４回競技部会 会場全体図、開始式・表

彰式等実施計画、観客等

輸送計画、競技役員の人

数 

１月２９日 第２回おもてなし部会 会場全体図、観客等輸送
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議案第１号 

計画、健康づくり教室実

施計画、おもてなし計画 

２月 ５日 第２回総務・企画部会 会場全体図、観客等輸送

計 画 、 警 備 防 災 実 施 計 

画、医療救護実施計画、

協賛金品取扱要項 

３月１８日 第２回運営委員会 専門部会で検討した会場

全体図及び各種計画 

 

 

２ 先催地調査   

視察先 
第３７回全国健康福祉祭ぎふ大会 

ねんりんピック岐阜2025 ゲートボール交流大会 

視察日、

内容 

令和７年１０月１８日（土）代表者会議 

１９日（日）開始式、予選リーグ 

２０日（月）予選リーグ、決勝トーナ

メント 

２１日（火）会場撤去、担当者ヒア 

視察場所 

①不二羽島文化センター 

（岐阜県羽島市竹鼻町丸の内６丁目７） 

内容：代表者会議 

②FUKUJUスポーツパーク（羽島市運動公園）清流スタ

ジアム（岐阜県羽島市正木町６０２番地） 

内容：開始式、予選リーグ戦、決勝トーナメント、

表彰式 

視察者 実行委員会事務局３人、埼玉県ゲートボール連盟６人 

交流大会

参加人数 

選手約４５１人（８０チーム）、大会役員２４人、競

技役員１９１人、実施本部職員２０人、ボランティア

４５人（計７３１人） 
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議案第１号 

健康づく

り教室 

俊敏性測定、野菜摂取量測定、体組成測定、血圧測定

＋健康相談 

おもてな

し 

れんこんの豚汁、ナマズのフライ 

  

 

代表者会議の会場 開始式 

  

予選リーグ ボランティア、競技役員 

  

決勝戦 表彰式 
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議案第１号 

健康づくり教室 野菜摂取量チェック 

  

おもてなし（郷土料理） れんこんの豚汁、ナマズのフライ  

  

 

 

３ リハーサル大会の実施    

大会名 
ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

ゲートボール交流大会 リハーサル大会 

日時 令和７年１１月３日（月）０８：４５～１５：４５ 

会場 深谷市仙元山公園多目的広場 

リハーサ

ル大会参

加人数 

選手１２５人（１都５県２４チーム）、実行委員会役

員３人、競技役員２８人、事務局職員３人、深谷市福

祉健康部職員１５人（計１７４人） 

実施内容 

ゲートボール大会、ゲートボール体験会、歓迎装飾（

のぼり旗、ポスター）、救護所の設置、ふるまい（ド

リンク）、コートの設置とラインペイント、テント配

置のシミュレーション、気候・日照の確認 
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議案第１号 

開始式 試合開始準備の競技役員 

  

試合の様子① 試合の様子② 

  

ゲートボール体験会 閉会式 

  

選手控テントの位置検討 受付テントの位置検討 
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議案第１号 

 

４ 広報・啓発活動の実施 

 （１） ポスター、ＰＲグッズ等の作成等 

    ・ティッシュ    

    ・クリアファイル  

    ・ボールペン    

    ・ねんりんピックのホームページの作成 

 

 （２） 各種イベント会場における広報活動の実施 

実施日 事業名称 活動場所 内容 

令和７年 

１０月２６日 

第２０回深谷市福

祉健康祭り 

仙元山公園 のぼり旗の設

置、来場者に

ティッシュの

配布 

１１月 ３日 ねんりんピック彩

の国さいたま２０

２６ ゲートボー

ル交流大会リハー

サル大会 

仙元山公園 のぼり旗・ポ

スターの設置

、選手・体験

会参加者にテ

ィッシュの配

布 

１１月 ９日 第２０回深谷市産

業祭 

深谷市役所前 のぼり旗の設

置、来場者に

ティッシュの

配布 

１２月 ６日 「ねんりんピック

彩の国さいたま２

０２６」開催１年

前イベント 

イオンレイク

タウンmori 

のぼり旗の設

置、来場者に

ティッシュの

配布 

令和８年 ＡＣＰ普及啓発教 岡部公民館 参加者にチラ
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議案第１号 

１月１５日 室 シ、ティッシ

ュの配布 

２月 ５日 スマホ教室第１回 深谷市役所 参加者にチラ

シ、ティッシ

ュの配布 

２月１２日 スマホ教室第２回 深谷市役所 参加者にチラ

シ、ティッシ

ュの配布 

２月１９日 eスポーツ講座 深谷市役所 参加者にチラ

シ、ティッシ

ュの配布 

 

※ 上記のほか、本庁舎１階にのぼり旗を設置した。また、本庁

舎及び各支所にポスター・チラシを設置した。 
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【収入】 （単位：円）

項目 予算額 流用額 予算現額 決算額 摘要

 県補助金 1,850,000 0 1,850,000 1,755,000
 ねんりんピック彩の国さいたま
 ２０２６実行委員会補助金

 市補助金 1,150,000 0 1,150,000 1,056,985  深谷市補助金

雑収入 0 0 0 1,119 預金利息

合計 3,000,000 0 3,000,000 2,813,104

【支出】

項目 予算額 流用額 予算現額 決算額 摘要

 実行委員会運営費 900,000 1,000 901,000 900,247
・岐阜大会視察費
・各種会議開催費
・事務局費（消耗品購入等）

 交流大会開催準備費 400,000 1,000 401,000 400,064
・ゲートボール競技用スコアボード
  等の輸送費
・広報啓発費（クリアファイル等）

 リハーサル大会実施費 1,000,000 △2,000 998,000 812,793
・リハーサル大会開催経費
　（運営費、消耗品購入費等）

 競技主管団体準備費 700,000 0 700,000 700,000 ・競技主管団体準備事業補助金

合計 3,000,000 0 3,000,000 2,813,104

令和７年度収支決算
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議案第２号



監査報告書 

 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

深谷市実行委員会 会長 小島 進 様 

 

 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会会則第

１５条の規定により、令和７年度における収支決算に関する証拠書

類及び諸帳簿について監査した結果、適正に処理されていることを

認めます。 

 

 

令和８年４月８日 

 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

深谷市実行委員会 

 

      監事  石川 章一  印 

 

      監事  中井 秀光  印 

監事の署名及び印影については、個人情報に該当するため、 

氏名は印字にて記載し、印影は省略します。 

なお、原本については、ねんりんピック彩の国さいたま２０

２６深谷市実行委員会にて保管しています。 

-37-



議案第３号 

令和８年度事業計画（案） 

 

 第３８回全国健康福祉祭埼玉大会（ねんりんピック彩の国さいた

ま２０２６）において深谷市で開催するゲートボール交流大会及び

関連イベントの運営に向けて、関係団体との連携のもと次の事業を

行う。 

 

１ 各種会議の開催 

 （１） 総会 

   ア 第２回総会・・・・令和８年４月１６日（木） 

   イ 第３回総会・・・・令和９年２月頃 

 （２） 運営委員会 

   ア 第３回運営委員会・令和８年７月頃 

 

２ ゲートボール交流大会の開催

期 日 時 間 内 容 会 場 

１１月７日 (土) １５：００～１６：３０ 代表者会議 深谷市総合体育館 

１１月８日 (日) 
９：００～９：３０ 開始式 

深谷市仙元山公園 

多目的広場 

１０：００～１６：１０ 
交 

流 

大 

会 

予選リーグ戦 

１１月９日 (月) 

８：３０～１１：００ 

１２：３０～１５：４０ 決勝トーナメント 

１６：００～１６：３０ 表彰式 

 

３ 健康づくり教室の実施 

 （１） 健康測定器具を用いた測定 

 （２） 専門職による健康相談 

 

４ おもてなしの実施 

 （１） 会場装飾 

 （２） 郷土料理のふるまい 

-38-



議案第３号 

 （３） 商工観光ＰＲ 

 （４） 歓迎イベント・併催イベント 

 （５） 参加記念品の提供 

（６） ドリンクの提供 

 

５ 広報・啓発活動の実施 

 （１） ＰＲグッズの作成、配布 

 （２） 各種イベント会場における広報活動の実施 

 （３） 広報ふかやへの記事掲載 

 （４） 市ホームページにおいて情報発信 

 

６ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

 （１） 県実行委員会との連絡調整 

 （２） 競技主管団体、会場管理者との連絡調整 

 （３） 関係機関、関係団体との連携 

 

７ 競技主管団体への補助金の交付 

 （１） 競技主管団体へ交流大会の実施検討等に要する経費に対

する補助金の交付 

 

８ 大会の記録 

 （１） 大会報告書の作成 
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【収入】 （単位：円）

項目 予算額 摘要

 県補助金 42,615,000
 ねんりんピック彩の国さいたま
 ２０２６実行委員会補助金

 市補助金 22,818,000  深谷市補助金

 その他 1,000  預金利息等

合計 65,434,000

【支出】

項目 予算額 摘要

 管理運営費 6,348,000
資料・大会報告書等印刷費、服飾購
入代、広報啓発グッズ等作成費

 歓迎装飾費 350,000
のぼり旗、横断幕、歓迎看板、歓迎
ポスター等製作費

 交流大会開催費 58,236,000
競技会場設営委託料、種目別プログ
ラム作成費、救護所、健康づくり教
室、イベントに係る消耗品購入代等

 競技主管団体事業費 500,000
審判員等養成に係る講師及び受講者
旅費等

合計 65,434,000

令和８年度収支予算（案）
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ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　■第２回総会 ■第３回総会

■第３回運営委員会

 ※専門部会は必要に応じて随時開催

 実施本部

 会場設営

■業務委託契約

 種目別プログラム

　　■埼玉大会申込期限

 健康づくり教室

 おもてなし

 ボランティア

区分
令和8年度（2026年度）

 深谷市実行委員会

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
彩
の
国
さ
い
た
ま
２
０
２
６
（
１
１
月
７
日
～
１
０
日
）

 競技

 総務・企画

広報全般（ポスター、のぼり旗等で周知・気運醸成）

ボランティアの確保、説明会開催等

おもてなしイベント実施準備

内容確定・関係者との調整等

実施本部設置

競技プログラムの作成

記録集計・報告書作成

審判員・競技補助員の養成

協賛の募集

輸送、医療救護体制、弁当・衛生対策の調整

売店募集

備品引継の調整対戦組合せ表の作成

従事者名簿作成、説明会開催等

受託業者と細部調整

印刷

会計事務
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